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（仮称）上ノ国第二風力発電事業 環境影響評価準備書に係る知事意見

本事業は、檜山郡上ノ国町において平成26年から運転している上ノ国ウィンドファ ー ム（出力
28,000kW、12基。以下「既設風力発電所」という。）の南側に隣接する約558.5haの対象事業実施区

域に、第2期事業として出力 120,400kW (単機 出力4,300kW の風力発電機28基）の発電所を設置する

計画となっている。
対象事業実施区域の周辺には住居や学校等が存在しており、本事業の実施により、騒音による生活

環境への影響が懸念される。また、対象事業実施区域及びその周辺には道指定の鳥獣保護区が存在し、
希少猛禽類等の重要な鳥類の生息が確認されているほか、当該区域内及び近傍でハチクマやオオタカ
の営巣木が確認されるなど、これらの鳥類の繁殖等への影響が懸念される。 さらに、当該区域及びそ
の周辺にはブナ群落などの自然度の高い植生やシラネアオイなどの重要な植物種が確認されており、
こうした重要な群落及び植物種への影響が懸念される。

以上を踏まえ、事業者は、次に示す事項について真摯に対応し、本事業による環境影響を確実に回
避又は低減すること。

ー総括的事項
(1)準備書における環境影響評価の妥当性について

本準備書において事業者は、環境影孵評価項目のほぼ全般にわたり、環境影響は実行可能な範
囲内で回避又は低減が図られているものと評価している。

しかしながら、2の個別的事項で示すとおり、予測及び評価の科学的根拠が示されていない項
目や、環境保全措置の検討が十分とは言えない項目が散見され、環境保全措置が適切ではない項
目については、事業の実施により重大な環境影響が生ずるおそれがあるほか、科学的根拠に基づ
＜適切な予測及び評価を行っていない項目については、環境影響を回避又は低減できるとする評
価の妥当性が確認できない内容となっている。

このため、複数の専門家等からの科学的知見の聴取を含め、科学的根拠を示した上で予測及び
評価を行い、その結果に基づき風車の位置を変更するなど、重大な環境影響を回避又は低減する
ための適切な環境保全措置を検討すること。また、その過程において、重大な環境影響を回避又
は十分低減できない場合は、確実に環境影響を回避又は低減できるよう、事業の規模を縮小する

など、事業計画の見直しを行うこと。

(2) 評価書の作成に当たっての留意事項について
評価書の作成に当たっては、予測及び評価の根拠並びに環境保全措置の検討経過を遺漏なく具

体的に記載するとともに、一般に分かりやすい図書となるよう努めること。

(3)準備書の公開について

本準備書については、縦覧期間は終了しているものの、住民等との相互理解の促進などの観点
から、評価書の縦覧期間が終了するまで事業者のホ ー ムページに掲載するなど、継続した公開に
努めること。










